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○手帳を取得するときの手続き 

１ 必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  提出先 

アオーレ長岡 東棟１階 福祉窓口 または 各支所 地域振興・市民生活課 

郵送の場合：〒940-8501 長岡市大手通１丁目４－10 長岡市福祉課障害活動係 宛 

３  その他 

  ① 新規申請の場合、初診から６か月が経過していること。 

② 手帳ができあがるまで１か月半程度かかります。 

③ 手帳の有効期間は 2 年間です。有効期限が切れる前に、更新の手続きについてお知ら

せします。（更新の手続きには、お持ちの障害者手帳も必要になります。） 

④ 住所、氏名が変わったときは変更の手続きが必要です。 

  

精神障害に関する長岡市の制度 

特に担当が書いてない制度は、長岡市福祉課（0258-39-2343）が担当です。 

長岡市の制度ですので、他の市町村では異なる場合があります。 

精神障害者手帳 
（精神障害者保健福祉手帳） 

精神障害を理由とする障害年金等を受けて

いる場合（手帳の等級は年金と同じ級になります。） 

① 申請書（市役所、各支所にあります。） 

② 同意書（市役所、各支所にあります。） 

障害年金証書、特別障害受給資格者証、

④ 写真（たて４cm×よこ３cm） 

⑤ 460円分の切手 

（できあがった手帳の郵送を希望する場合） 

⑥ 印鑑 

⑦ マイナンバー等確認書類 

※詳しくは 19～20ページをご覧ください。 

障害年金を受けていない、又は障害年金を

受けていても診断書で申請する場合 

① 申請書（市役所、各支所にあります。） 

② 精神障害者手帳用の診断書 

（主治医から書いてもらう。発行日が手帳申請日

から６か月以内のもの）   

③ 写真（たて４cm×よこ３cm） 

④ 460円分の切手 

（できあがった手帳の郵送を希望する場合） 

⑤ マイナンバー等確認書類 

※詳しくは 19～20ページをご覧ください。 
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等 級 

制 度 
１ 級 ２ 級 ３ 級 

精神通院医療および 

医療費助成の手続簡素化 

○ 

（６～７ページをご覧ください） 

重度障害者医療費助成 

（県障） 

○（所得制限あり） 

（８ページをご覧ください） 
－ － 

生活保護費の障害者加算の 

認定 

障害年金の受給状況などにより異なります。詳しくは 

生活支援課（３９－２３３８）にお問合わせください。 
－ 

交

通

費

関

係 

タクシー利用券または 

自動車燃料費助成 

○15,000 円分（10 月以降に対象

となった場合は 7,500円分）の交通

費助成が受けられます。 

・タクシー利用券 

・自動車燃料費（本人または同一生計

者が自動車を所有している場合） 

－ － 

精神障害者通所作業訓練

施設等通所交通費助成 

就労移行・継続支援事業所、地域活動支援センター等に通う際の

交通費の一部を助成する制度で、助成対象となる交通費の２分の

１の額を助成します。 

一年度当たりの上限額は 15,000 円（10 月以降に対象となっ

た場合は 7,500 円）です。事前申請が必要です。福祉課又は通

所する事業所にお問い合わせください。 

タクシー料金の割引 

タクシー料金を支払うときに手帳を提示すると、10％の割引が

受けられる場合があります。割引の有無についてはご利用のタク

シー会社へお問い合わせください。 

県内路線バス・県内高速 

バス運賃の割引 

バス料金を支払うときに手帳を提示すると、半額になります。ま

た、定期券購入のときに手帳を提示すると、３割引になります（県

内路線バス・県内高速バスに限る）。 

旅客鉄道運賃等の割引 

（制度の適用は令和７年 

４月１日以降となります） 

旅客鉄道の乗車券類を購入するときに、等級とは別の減額種別が

記載された手帳を提示すると、減額種別に応じた割引をうけるこ

とができます。割引の内容については各旅客鉄道会社にお問い合

わせください。 

旅客船の割引 乗船券を購入するときに手帳を提示すると、半額になります。 

精神障害者手帳による制度 一覧 
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等 級  

制 度 
１ 級 ２ 級 ３ 級 

交 

通 

費 

関 

係 

航空機の割引 

航空券を購入するときに手帳を提示すると、国内各航空路線の国

内線の運賃が割引されます。割引率は航空会社によって異なりま

すので購入時にご確認ください。 

ＮＨＫ放送受信料の 

割引 

○ 半額免除 ……手帳所持者が世帯主・契約者で１級 

 全額免除 ……手帳所持者のいる世帯で、かつ、世帯構成員 

   全員が市民税非課税であるとき。 

新潟県おもいやり駐車場 

制度 

○利用証を車内に掲げることにより、制度協力店の

「おもいやり駐車場」を利用することができます。詳

しくは福祉課（39-2343）へお問い合わせくださ

い。 

－ 

駐車禁止除外指定 

○駐車禁止除外指定車標章を提示す

ることにより、駐車禁止の場所に

駐車できるようになります（ただ

し、利用上の制限あり） 

申請窓口…最寄りの警察署交通課 

－ － 

 税 

 制 

 上 

 の 

 優 

 遇 

 措 

 置 

所 得 税 
特別障害者控除※１   40 万円 

同居特別障害者控除※２ 75 万円 
障害者控除  27 万円 

住 民 税 
ただし、前年合計所得 135 万円以

下の人については、住民税は課さな

い。 

特別障害者控除     30 万円 

同居特別障害者控除    53 万円 
障害者控除  26 万円 

相続税 ○ 

利子所得の非課税 ○ 

贈 与 税 ○ － 

自動車税等 

○（次の全ての要件を満たす方） 

①本人または同一生計者が取得、または

所有する自動車等で、本人の通院等のた

めに同一生計者が運転する場合 

②自立支援医療（精神）の受給者証の交

付を受けている方 

※所得制限により受給者証が交付され

ない場合は、医師の通院証明書、住民票

が必要になります。 

－ 

※１ 控除とは、税金の計算をする際に所得から差し引く額です。 

障害者控除とは、障害者本人に所得がある場合でも、扶養されている場合でも適用されます。 

※２ 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、

生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている方です。 
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等 級 
制 度 １ 級 ２ 級 ３ 級 

施
設
入
館
料
お
よ
び 

使
用
料
の
免
除
・
軽
減 

利
用
券
販
売
窓
口
で
障
害
者 

手
帳
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

国、県の施設 近代美術館・歴史博物館・越後丘陵公園・・・利用料無料 

市の施設 

（主な施設） 

エコトピア寿、市営プール、郷土史料館、河井継之助記念館、栃

尾美術館、寺泊水族博物館、高齢者センター など 

※免除、軽減の条件等は各施設にお問い合わせください。 

その他 山本五十六記念館など 

エヌ・シィ・ティ 

福祉料金制度 

手帳所持者と生計を共にする世帯の利用料金が減額されます。

契約内容によって適用の範囲が限定されます。詳しくは（株）エ

ヌ・シィ・ティ（33-0909）にお問合せください。 

電話案内(104)の利用料免除 
NTT の番号案内が無料になります。利用には、事前に登録が必

要です。（問い合わせ先：0120-104-174） 

携帯電話基本使用料 

通話料等割引 

携帯電話の割引サービスがあります。詳しくはショップ、お客

様センター、携帯電話取扱店などにお問い合わせください。 

国民健康保険料の減免 

国民健康保険に加入している被保険者

が重度の障害者であり、保険料の納付

が困難と認められる場合は、申請によ

り、保険料の「所得割額」のみ減免を受

けることができます。 

詳しくは国保年金課（39-2220）へお

問い合わせください。 

－ － 

後期高齢者医療費制度の適用 

○75 歳から受けられる後期高齢者医療制度が、申

請により 65歳から適用されます。後期高齢者医療

制度になると、医療費の自己負担金割合が１割（一

定以上の所得の人は３割）になります。詳しくは、

国保年金課（39-2317）へお問い合わせください。 

－ 

生活福祉資金の貸付 

○自動車購入、免許取得、住宅の増改築、引越し等に必要な資金

を貸付します。詳しくは、お住まいの地区の民生委員、または長

岡市社会福祉協議会（33-6000）へご相談ください。 
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等 級 

制 度 
１ 級 ２ 級 ３ 級 

新潟県心身障害者扶養共済制度 

○障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定

の掛金を納めることにより、保護者に万一（死亡・

重度障害）のことがあったとき、障害のある方に

終身一定額の年金を支給する制度です。 

詳しくは福祉課（39-2343）へお問い合わせく

ださい。 

－ 

日常生活用具費の給付 

（頭部保護帽） 

①オーダーメイド：医師に必要と認められた者 

（申請時に意見書が必要） 

Ａ スポンジ、革を主材料に製作 基準額 15,656 円 

Ｂ スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 

                基準額 37,852 円 

②レディメイド：てんかん等の発作により頻繁に転倒する者 

Ａ スポンジ、革を主材料に製作 基準額 12,524 円 

Ｂ スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 

                基準額 30,282 円 

詳しくは福祉課（39-2343）へお問い合わせください。 

特別児童扶養手当 

〇在宅の心身に中度から重度の障害を持つ児童（20 歳未満）

を養育している人に支給されます。（所得制限あり、施設入所は

対象外） 

 ・手当月額 重度 ５６，８００円 

中度 ３７，８３０円 

※手帳の等級により認定されるものではありません。申請には

医師の診断書等が必要です。詳しくは福祉課（３９－２３４３）

へお問い合わせください。 

その他 

その他の制度等ついては各ページをご覧ください。 

・障害福祉サービス等・・・９～14 ページ 

・障 害 年 金 制 度・・・15ページ 

・生 活 保 護 制 度・・・15ページ 
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精神疾患の外来通院にかかる医療費(薬剤費、検査、デイケアの費用も含む)の自己負担額

が10%になる制度です。（市民税額に応じて月額負担額に上限があります。） 

 

 

 

 

○問い合わせ先：市役所 福祉課医療費助成係（ＴＥＬ 39-2319） 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  申請の手続き 

  ○申請に必要なもの 

●診断書（精神通院医療） 

（精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は手帳用の診断書の写しでよい。） 

●「重度かつ継続」に関する意見書（課税世帯で該当する場合） 

●健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど 

・国保：国保に加入している世帯全員のもの 

・社保：対象者・被保険者のもの  

・後期高齢者：後期高齢者医療に加入している世帯全員のもの 

●受給対象者本人の前年（申請月が１月～６月の場合前々年）１年間の年金の受取額が 

わかる書類（年金振込通知書、通帳の写しなど） 

   ●マイナンバー等確認書類 ※詳しくは 19～20 ページをご覧ください。 

※長岡市に転入してきた方等、長岡市で課税状況の確認ができない場合は、市町村民税課税証

明書（所得金額・控除金額・扶養人数等が記載されているもの）が必要です。 

ただし、マイナンバーが確認できる場合は提出不要です。 

※市の申請書受理日が適用日となります。 

(2) 変更手続きが必要なとき 

①病院を変えるとき 

②住所、氏名、保険情報等に変更があったとき 

いずれも市の申請書受理日が適用日となります。 

また、申請は市を経由し、県で交付の可否が決定されます。 

(3) 有効期間 

１年間 (有効期限の３か月前から継続申請の受付をします。) 

(4) 長岡市精神障害者医療費助成事業と併用可能です。(７ページ) 

  

精神疾患に関する医療費の助成制度 

等級制限 なし 

 

相談窓口 
市役所 福祉窓口 

各支所 地域振興・市民生活課 

             

市民税額による制限 あり 

 

自立支援医療（精神通院医療） 

通院のみ 
申請日から 
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精神疾患の治療に係る医療費等の一部を助成します。 

助成額は、通院・入院の一部負担金の1/3です。 

ただし、70歳以上の人及び後期高齢者医療・生活保護に 

該当している人は、対象となりません。 

 

 

 

 

○問い合わせ先：市役所 福祉課医療費助成係（ＴＥＬ 39-2319） 

 

 

 

 
      
   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

(1) 助成の内容 

助成対象 助成額 条件等 

医療費 

（入院･外来・調剤） 
一部負担金 

の 

３分の１ 

一部負担金に、健康保険から支給される高額療養費や附

加給付金が含まれている場合は、その額を差し引いて計

算します。 

訪問看護利用料 医療保険適用分のみ対象になります。 

入院時食事代 全 額 
限度額適用・標準負担額減額認定区分が、市民税非課税

に該当している方に限ります。 

(2) 助成手続き 

① まず、申請して、精神受給者証の交付を受けてください。 

 《申請に必要なもの》 

●次のいずれか一つ  

精神科医の診断書（原本）、精神障害者保健福祉手帳（写し）、自立支援医療（精神通院

医療）受給者証（写し） 

●健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど 

●マイナンバーカード又は通知カードと本人確認書類（写真付１点又は写真なし２点） 

 ※手続きを行った月の1日から（転入の場合は転入日から）、医療費の助成が受けられます。 

 ② 助成の申請を行ってください。 

 《持参するもの》 

 ●受給者証 

●領収書（原本） 

●振込先口座番号の分かるもの（通帳等） 

●マイナンバーカード又は通知カードと本人確認書類（写真付１点又は写真なし２点） 

(3) 有効期間 

３年間 

（引き続き助成を受ける場合は、受給資格更新の手続きが必要です。市からお知らせします。） 
 

申請窓口 
市役所 福祉窓口 

各支所 地域振興・市民生活課 

   

長岡市精神障害者医療費助成事業 入院・通院 

市民税額による制限 なし 

 

等級制限 なし 

 

申請月から 
（または転入日から） 
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重度の障害者の医療費等の一部を助成します。（所得制限があります） 

ただし、生活保護に該当している人は、対象となりません。 

 

 

 

  

○問い合わせ先：市役所 福祉課医療費助成係（ＴＥＬ 39-2319） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(1) 対象者 

 

 

 

 ※ただし、所得制限により助成を受けられない場合があります。 

 

(２) 助成の内容 

医療保険適用後の自己負担額から、下記の一部負担金を差し引いた額を助成します 

 一 部 負 担 金  

外来通院 
医療機関ごとに 1 回 530 円 
（同月で同一医療機関診療の場合、5 回目以降は無料） 

薬  局 無料 

入  院 1 日につき 1,200 円（非課税世帯のみ食事代助成あり) 

訪問看護 1 日につき 250 円 

 

(３) 助成手続き 

 ①まず、申請して、県障受給者証の交付を受けてください。 

 《申請に必要なもの》 

●精神障害者保健福祉手帳 

●健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど 

●同一住所の世帯全員分のマイナンバー等確認書類 

※詳しくは 19～20 ページをご覧ください。 

 ② 県障受給者証を医療機関に提示して、医療費の助成を受けてください。 

 

(４) 有効期間 

申請した日の翌月１日から８月31日まで（月の１日に申請した場合は、同月から該当） 

※手帳の有効期間が切れた場合は、有効期間の途中であっても切れた時点で受給対象外となり

ます。 

※手帳の等級が１級から２級または３級に変更となった場合は、有効期間の途中であっても変

更した時点で受給対象外となります。 

 １級 ２級 ３級 

精神障害者保健福祉手帳 ○ － － 

申請窓口 
市役所 福祉窓口 

各支所 地域振興・市民生活課 

 

重度障害者医療費助成事業（県障） 入院・通院 

所得制限 あり 

 

等級制限 あり 
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「障害者総合支援法」は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実など障害

をお持ちの方の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律です。 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

障害のある方が地域のなかでともに暮らせるように、障害者相談支援事業所を設置し、様々な

相談に応じるほか、福祉サービスの紹介や手続きの手伝いなどの支援を行う事業です。 

(1) 対象者 

在宅障害者とその家族など 

(2) 障害者相談支援事業所の名称等 

担当地区・地域 名称・所在地・連絡先 

なかじま・おもてまち・ふそき 

 千手・阪之上の一部（ＪＲ線の西側）・表町 

 ・中島・神田・新町・栖吉・富曽亀・山本・

新組・黒条 

相談支援センターふかさわ分室サンスマイル 

長岡市中沢６６３－１ 

ＴＥＬ：８６－７８１２ ＦＡＸ：８６－７８１３ 

けさじろ・みやうち・やまこし・かわぐち 

四郎丸・豊田・阪之上の一部（ＪＲ線の東側）・

川崎・宮内・十日町・六日市・太田・山通・ 

山古志・川口 

障がい者支援センターあさひ 

長岡市川崎町１９６２－１ 

ＴＥＬ：３２－５８７７ ＦＡＸ：３２－５８８５ 

まきやま・みしま・なかのしま・よいた・わし

ま・てらどまり 

下川西・上川西・福戸・王寺川・三島・中之

島・与板・和島・寺泊 

越路ハイム地域生活支援センター 

長岡市三ツ郷屋２丁目３－１１ 

ＴＥＬ：２７－４２６６ ＦＡＸ：２７－４２６５ 

にしながおか・こしじ・おぐに 

大島・希望が丘・日越・関原・宮本・大積・ 

深才・青葉台・越路・小国 

相談支援センターふかさわ 

長岡市西津町字原４６６８ 「桐樹園」内 

ＴＥＬ：４７－２２０８ ＦＡＸ：４７－２２０６ 

とちお 

栃尾 

障害者相談支援センターとちお 

長岡市栃尾表町５－６ 

ＴＥＬ：８６－６３９６ ＦＡＸ：８６－６０３６ 

 

 

 

 

 

 

  

対象となるサービスは、「障害福祉サービス」、「地域相談支援」及び「地域生活支援事業」の三つの 

サービス体系に分かれています。また「障害福祉サービス」及び「地域相談支援」の二つについて 

は「計画相談支援」が合わせて支給されます。 

※ 平成 25年４月から、新たに難病の方が障害福祉サービス等を利用できるようになりました。 

利用できるサービス等の詳細については、福祉課障害支援係（39-2218）にお問い合わせ 

ください。 

  

地域で暮らしていくために 

障害者相談支援事業 

障害者総合支援法 
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1 対象となるサービス 

※ 介護保険制度の対象者は、原則として、介護保険でのサービス利用が優先されます。 

(1) 障害福祉サービス 

① 介護給付 

居宅介護 

(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ) 

ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴や排泄、食事の介護を行ったり、調理、洗濯、

掃除などの家事の援助等を行います。 

《対象者》 〔身･知･児･精･難〕 障害支援区分１～６ 

重  度 

訪問介護 

ホームヘルパーが家庭を訪問し、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障

害によって行動上著しい困難を有する障害者で常時介護を要する人に、自宅での介護

から外出時の移動支援までを総合的に行います。 

各回のサービス提供時間が長時間になるものを想定しています。 

居宅介護と同時に支給決定を受けることは原則できません。 

《対象者》 〔身･難〕 障害支援区分４～６で、二肢以上に麻痺があり、認定調査

項目のうち歩行･移乗･排尿･排便がいずれも「支援が不要」以外 

     〔知･精･難〕 障害支援区分４～６で、認定調査項目のうち行動関連項

目等の合計点数が１０点以上である者 

行動援護 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人で常時介護の必要な人

に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護を行います。 

《対象者》 〔知･児･精･難〕 障害支援区分３～６で、認定調査項目のうち、行動

関連項目（12 項目）等の合計点数が１０点以上 

重度障害者等

包括支援 

常時介護が必要で意思疎通を図ることが著しく困難な人に、居宅介護、重度訪問介

護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続

支援及び共同生活援助を包括的に提供します。 

《対象者》 〔身･知･児･精･難〕 障害支援区分６で、意思疎通に著しい困難を有

する次のいずれかに該当する人 

・重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきりの状態の

人のうち、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

(児)又は最重度知的障害者(児) 

・認定調査項目の行動関連項目等（１２項目）の合計点数が 10 点以上である人 

短期入所 

(ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 

自宅で介護を行う人が病気の場合などに、障害者支援施設等に短期間入所すること

で、入浴、排泄、食事の介護、その他の必要な保護を行います。 

《対象者》 〔身･知･児･精･難〕 障害支援区分１～６ 

生活介護

  

 

常時介護を必要とする人に、主に日中において、障害者支援施設などで行われる介 
護サービスや、創作的活動又は生産活動の機会の提供、身体機能又は生活能力の向上
のために必要な援助などを行います。 

 
《対象者》 〔身･知･精･難〕 次のいずれかに該当する人 

・障害支援区分３～６で、50 歳未満の人（障害者支援施設に入所してこのサー
ビスを受ける場合は、区分４～６） 

・障害支援区分２～６で、50 歳以上の人（障害者支援施設に入所してこのサー
ビスを受ける場合は、区分３～６） 
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施設入所 

支  援 

介護が必要な人、または通所が困難な人に対して居住の場を提供し、主として夜間

における日常生活上の支援を行います。 

《対象者》 〔身･知･精･難〕 次のいずれかに該当する人 

・障害支援区分４～６で、50 歳未満の生活介護受給者 

・障害支援区分３～６で、50 歳以上の生活介護受給者 

・自立訓練又は就労移行支援の受給者で、入所しながら訓練等を実施することが

必要かつ効果的な人や、やむを得ない事情等により通所によって訓練等を受ける

ことが困難な人 

 

② 訓練等給付 

自立訓練 

（生活訓練） 

障害者支援施設等に通わせて、一定期間の支援計画に基づき、自立した日常生活を

営むために必要な訓練等を行います。 

《対象者》 〔身･知･精･難〕 地域生活を営む上で、生活能力の維持･向上等のため、

一定の支援が必要な知的障害者･精神障害者（※具体的には次の例の

ような場合が該当します。） 

・入所施設や病院を退所･退院した人で、地域生活への移行等を図る上で、生活能

力の維持･向上などの支援が必要な人 

・特別支援学校を卒業した人や、継続した通院により症状が安定している人等で

地域生活を営む上で、生活能力の維持･向上などの支援が必要な人 

宿 泊 型 

自立訓練 

一定期間の支援計画に基づき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の

日常生活能力を向上させるために必要な訓練等を行います。 

《対象者》 〔身･知･精･難〕 自立訓練（生活訓練）の対象者のうち、日中、一般

就労や外部の障害福祉サービスを利用している人で、地域移行に向

けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維

持･向上のための訓練などの支援が必要な人 

就労移行 

支  援 

就労を希望する 65歳未満の人で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込ま

れる人に、一定期間の支援計画に基づき、生産活動や職場体験の機会の提供、就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行いま

す。 

《対象者》 〔身･知･精･難〕 次のいずれかに該当する人 

・就労を希望する 65 歳未満の人で、単独で就労することが困難であるため、就

労に必要な知識及び技術の習得や就労先の紹介等の支援が必要な人 

・あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を取得することによ

り、就労を希望する人 

就労継続 

支援Ａ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な人に、雇用契約等に基づく就労をさせ、生

産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 

《対象者》 〔身･知･精･難〕 企業等に就労することが困難な 65 歳未満の人で、

雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な人（※具体的には

次の例のような場合が該当します。） 

・就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人 

・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかな 

かった人 

・企業等を離職した人など、就労経験のある人で、現に雇用関係がない人 

《特 例》 障害者によっては、直ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将来的には

雇用関係へ移行することが期待できる人も多いことから、一定の要件を

満たしている事業所については、特例として雇用契約によらない人の利

用も可能となっている。 
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就労継続 

支援Ｂ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な人のうち、通常の事業所に雇用されていた

が年齢や心身の状態等により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった

人、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった人などに、生

産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援を行いま

す。 

《対象者》 〔身･知･精･難〕 就労移行支援を利用したが一般企業等の雇用に結び

つかなかった人や、一定年齢に達している人などで、就労の機会等

を通じて、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待でき

る人（※具体的には次の例のような場合が該当します。） 

・就労経験がある人で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難とな

った人 

・就労移行支援を利用した結果、Ｂ型の利用が適当と判断された人 

・上の二つの例に該当しない人で、50 歳に達している人又は障害基礎年金１級

の受給者 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人で、就労に伴う環境変化により

生活面の課題が生じている人に対し、相談を通じた課題把握や、企業との連絡調整、課

題解決に向けて必要な指導・助言等、就労定着するための支援を行います。 

 《対象者》 〔身･知･精･難〕 就労移行支援等を利用して通常の事業所に新たに雇用 

       され、就労継続期間が 6か月に達した人 

※詳しい対象者については、福祉課障害支援係にお問合せください。 

共同生活 

援  助 

(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 

主として夜間に、共同生活を営む住居において入浴、排泄、食事等の介助等を行います。 

《対象者》 〔身･知･精･難〕 障害支援区分非該当～６（障害支援区分にかかわらず

利用可能） 

自立生活援助 

施設入所支援や共同生活援助を利用していた人等が、一人暮らしへ移行する場合に、

一定期間定期的な巡回訪問や随時の対応を行い、円滑な地域生活に向けた相談・助言等

を行います。 

※詳しい対象者については、福祉課障害支援係（39-2218）にお問合せください。 

 

(2) 地域相談支援 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害

者が、退所、退院して地域生活へ移行する際に、入所施設や精神科病院への訪問によ

る相談、住居を確保するための入居支援、また、障害福祉サービス事業所への同行支

援等を行います。 

《対象者》 〔身･知･精･難〕 

・障害者支援施設に入所している障害者。 

・精神科病院に入院している精神障害者。 

・保護施設・矯正施設・更生保護施設等に入所している障害者。（施設により対象

にならない場合があるので、施設の方にご確認ください。） 

※申請する場合は施設の管理者または病院のケースワーカーと事前に相談してく

ださい。 
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地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障害者が、安定した地域生活をするように、常時の

連絡体制を確保し、障害の特性によって生じた緊急の事態等に対して緊急訪問、緊急

対応等を行います。 

《対象者》 〔身･知･精･難〕 

施設や病院から退所、退院した人や家族との同居から一人暮らしに移行して 1 年

以内で地域生活が不安定な人など。 

※詳しい対象者については、福祉課障害支援係（39-2218）にお問い合わせください。 

(3) 計画相談支援 

計 画 相 談 

支援給付費 

の  支  給 

障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、指定特定相談

支援事業所が、サービス等利用計画の作成や、一定期間ごとのモニタリングを行い

ます。 

《対象者》 〔身･知･児･精･難〕 

・障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する障害者 

・障害福祉サービスを利用する障害児 

(4) 地域生活支援事業 

移動支援 

（個別支援

型） 

屋外での移動が著しく困難な人に対し、外出（買い物など必要不可欠な外出や余

暇活動等社会参加のための外出）時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を

促します。 

《対象者》 〔身･知･児･精･難〕単独での外出が困難な人や、単独での外出はできる

が、外出先での買い物や公共交通機関の利用等の行為が単独でできない人で、障害

福祉サービスの対象となる障害者（児）のうち、次のいずれかに該当する人 

・身体障害者手帳を有する人のうち、次のいずれかに該当する人 

上肢不自由 ２級１．２項以上、下肢不自由 ３級１項以上、体幹不自由 ３級以上 

・知的障害者（児） 

・精神障害者（児） 

日中一時支援 

（短期入所

型） 

自宅で介護を行う人の休息等のために、障害者支援施設等において日帰りでの一

時預かりを行います。 

《対象者》 〔身･知･児･精･難〕 

 

地域活動支援

セ ン タ ー 

 障害者の社会参加と自立を図るため、創作的活動又は生産活動の機会の提供や、

社会との交流の促進等の便宜を供与します。 

《対象者》 〔身･知･児･精･難〕 

更生訓練費 

支給事業 

 障害者の自立した地域生活推進を図るため、障害福祉サービスの「就労移行支援」

又は「自立訓練」を受給しており、かつ市民税非課税世帯の障害者に支給しています。 
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２ 手続きのながれ 

 
 

※相談は、福祉課障害支援係（39-2218）や各支所地域振興・市民生活課及び相談支援事業所の

窓口などで受け付けています。 

※地域生活支援事業及び訓練等給付（共同生活援助は除く）の支給決定を受ける場合は、障害支援

区分の認定は必要ありません。 

 

３ サービスを利用したときの利用者負担について 

【利用者負担】 

原則として利用したサービスの提供に必要な費用の１割を負担していただきます。また、負担が重

くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限月額が次の４段階に設定されています。 

世 帯 区 分 対 象 と な る 人 上 限 月 額 

生 活 保 護 生活保護世帯の人       ０円 

低  所  得  住民税非課税世帯の人       ０円 

一  般  １ 
住民税課税世帯で市民税所得割が 16

万（児童は 28 万）未満の世帯 

   9,300 円 

児童は 4,600 円 

グループホーム入居者、施設入所

者（20 歳以上）は 37,200 円 

一  般  ２ 
住民税課税世帯で市民税所得割が 16

万（児童は 28 万）以上の世帯 
  37,200 円 

※障害者の場合、障害者本人とその配偶者の住民税課税状況等に応じて世帯区分が決まります。 

※児童の場合、利用者本人の属する（住民基本台帳上の）世帯の住民税課税状況等に応じて世帯区

分が決まります。 

※施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは原則自己負担です。 

 

【高額障害福祉サービス費】 

同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用する場合や、同じ方が複数のサービスを利用する場合は、

合算した額が負担上限月額を超えた分について、高額福祉サービス費として支給されます。詳しくは

福祉課障害支援係（39-2218）にお問い合わせください。 

 

 

 

 

   

相 談 ・ 申 請 
支 給 決 定 ・ 

受 給 者 証 交 付 

事業所と契約・ 

サービスの利用 

障 害 支 援 区 分 

の 認 定 

心に病を持つ人の家族が集う場です。同じ悩みや願いを語り合い、支え合い、研修や学習を通して
病気や対応について学んでいます。 

家 族 会 

詳しい内容については各施設、かかりつけの病院のケースワーカー、福祉課にお問い合わせください。 

 
精神障害を持つ方が安心して集い、仲間との交流や趣味・創作活動を通して、自信回復や社会参加

を促進していくために実施しています。 
詳しくは、川口支所 地域振興・市民生活課（89-3112）にお問い合わせください。 

精神障害者デイサービス事業 
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１ 請求の条件 

①原則、初診日から１年半を経過していること 

②障害の程度が各制度に定める等級以上であること 

③初診日まで一定期間保険料を納めて（または免除されて）いること 

※ 初診日が 20歳前でどの年金にも加入していなかった場合は、障害基礎年金の請求となります。 

２ 等級と年金額など 

１級・・・１，０３９，６２５円程度／年 

２級・・・  ８３１，７００円程度／年 

３級・・・  ６２３，８００円程度／年………障害厚生年金 

３ その他 

＊ 障害年金１級・２級受給者の国民年金保険料は免除されます。 

ただし、免除申請の手続きが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

病気やけがで働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困窮する世帯が、利用し得る資産、

能力やさまざまな社会制度、扶養援助等あらゆるものすべてを活用しても、なお最低限度の生活が維

持できない場合に、国が最低限度の生活を保障するとともに自力で生活できるように支援する制度で

す。 

１ 申請の時期  随時 （事前にご相談ください。生活状況等をお聞きします。）  

２ 対 象 者  生活困窮者（生活保護法の定める要件を満たす方） 

３ 申請をする人  本人、その扶養義務者、またはその他の同居の親族 

４ 提 出 書 類  保護申請書ほか 

５ 申 請 先  生活支援課 または 各支所 地域振興・市民生活課 

６ 申請後の流れ  家庭訪問や関係機関への調査の後決定します。 

 

 
 

  

生活保護制度のご紹介 

障害基礎年金、障害厚生年金 

詳しいことについては、生活支援課にお問い合わせください。（３９－２３３８） 

 

問い合わせ先は、初診日に加入していた年金により異なります。 

・国民年金の方⇒国保年金課国民年金係（39-2250） 

・厚生年金の方⇒長 岡 年 金 事 務 所（88-0006）所在地：台町２丁目９－17 

障害年金制度のご紹介 
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施設の名称 住 所 電 話 

１ 生活訓練            

サンスマイル 関原町 1 丁目字中原３１９５ ４７－５１３８ 

うらら長岡 浦５０４１－１ ９２－４５６８ 

２ 就労移行支援           

就労支援ワーク＆カレッジ One ながおか 
表町１丁目１０－５  

アーバンビルズ長岡第二１０１ 
８９－８９７３ 

創造工房コスモス 与板町与板乙５９５４－３ ７２－２５２６ 

野いちご工房 関原町１丁目字中原３１９５ ４７－５１４１ 

ワークセンター千秋 千秋２丁目２２１－１４ ２８－８８１５ 

ワークセンターのっぺ 三ツ郷屋町３３１－１ ２２－４８８８ 

みのわの里 スリージョブながおか 浦９７５０ ９２－２０３０ 

就労移行支援アルファスブライト 長岡教室 
古正寺１丁目２４９－１ 

イオン長岡２F 
８９－８０４３ 

３ 就労継続支援Ａ型 

福祉ラボ アルファスブライト第 1 事業所 緑町１丁目３８－４３１ ８４－７２７７ 

就労支援ワーク＆カレッジ One ながおか 
表町１丁目１０－５  

アーバンビルズ長岡第二１０１ 
８９－８９７３ 

和島トゥー・ル・モンド１００年の時をこえて 和島中沢乙６４－１ ７４－３００２ 

福祉ラボ アルファスブライト第２事業所 長岡市緑町３丁目１８８－１ ２９－２９００ 

クリエイターズウェル長岡 
長岡市東坂之上町２丁目４－１０ 

Ritz 東坂之上ビル３Ｆ 
９４－５３６６ 

コロンブ株式会社 About me 
北山３丁目１番地５ 

北山ビル１F 
９４－５０７７ 

キャンワーク長岡 
城内町２丁目３―１２ 

DiaPlaza5―A 
９４－６２８８ 

ティモシーながおか 中島６丁目５－４６ ９４－６４０６ 

４ 就労継続支援Ｂ型         

創造工房コスモス 与板町与板乙５９５４－３ ７２－２５２６ 

たちばな工房 与板町江西３丁目１－３ ７２－２２９９ 

野いちご工房 関原町１丁目字中原３１９５ ４７－５１４１ 

施設・市役所等連絡先一覧 
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みのわの里 工房かわさき 川崎町１９６３－１ ３５－５５０１ 

ワークセンター千秋 千秋２丁目２２１－１４ ２８－８８１５ 

みのわの里 ワークセンター北陽 稲保１丁目３０６－４ ８６－８１１０ 

ワークセンターのっぺ 三ツ郷屋町３３１－１ ２２－４８８８ 

NOPPEI Kitchen 深沢町２２７８－８ ４６－７９５８ 

デイワークス中之島 中之島３９２ ６６－１５３８ 

みのわの里 工房こしじ 浦４７１２－１ ９２－２５３５ 

みのわの里 工房ゆきわり 小島谷３２７２－２ ７４－３６６３ 

希望の家 山田３－２－５ ３２－９２７５ 

のぞみの家 
城内町３丁目５－１３ 

吉川ビル１階 
３２－５１８３ 

居いプレイス 愛宕３丁目７－２４ ７６－００５０ 

ワークセンターとちの木の家 栃尾山田町４－５ ５２－５６８５ 

しぶみ工房 小国町原甲３４８ ９５－５２３３ 

さんわ工房 三和１丁目４番４３号 ３７－０４４０ 

ウーリー長岡 
台町１―７－３３ 

東ビル２階 
３９－１５５５ 

ロンチ 西宮内２丁目９２－２ ８９－６６１０ 

ONE GAME 長岡 
台町１―７－３３ 

長岡東駅前ビル２F 
７７－３８１１ 

５ 地域活動支援センター 

地域活動支援センター UNEHAUS（ウネハウス） 一之貝８６９ ８６－８１２１ 

みのわの里障害者地域活動支援センター オアシス 三和３丁目１２３－１ ３５－３８８７ 

越路ハイム 地域生活支援センター 三ツ郷屋２丁目３－１１ ２７－４２６６ 

地域活動支援センター サンスマイル 関原町３丁目甲４８３ ２１－０２３３ 

地域活動支援センター り・ぼん 三和１丁目５－１９ ８６－８５８８ 

地域活動支援センター しぶみ工房 小国町原甲３４８ ９５－５２３３ 

地域活動支援センター ぽむハウス        栃尾山田町４－１１ ８６－７３６７ 

地域活動支援センター ピュアはーと 青葉台５丁目２２－４ ８６－７１９５ 

地域活動支援センター ふぁーれ 城内町３丁目５－１１ ８９－７８５９ 

地域活動支援センター ａｎｙ 関原町１丁目４５８２－２ １階 ８９－８３３３ 

地域活動支援センター 春よこい 東川口６２８－１ ８９－２２７５ 
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６ グループホーム          

うらら長岡 （９２－４５６８） 越路ホーム、あすなろ荘 

サンスマイル（４７－５１３８） 
くるみの家、くるみの家Ⅱ、かっこうの家、歩み、 

すばる、中沢、なごみ 

創造工房コスモス（７２－２５２６） 上除寮、虹Ａ棟、虹Ｂ棟、与板寮 

相談支援事業所クオリード（７７－７２６２） グループホームなでしこ、グループホームハナミズキ 

グループホームぶどうの森長岡／東神田 
（７７－６００８） 

ぶどうの森長岡／東神田、ぶどうの森長岡／春日、 
ぶどうの森長岡／中沢、ぶどうの森長岡／川崎 

グループホーム いんくる長岡アリエス 
（８６－４９１０） 

グループホーム いんくる長岡アリエス 

グループホーム りんく長岡 
（０９０－１０３２－５７５０） 

りんく長岡、りんく長岡福住２、りんく長岡古正寺 

ソーシャルインクルーホーム長岡西津町 
（９４－６０９２） 

ソーシャルインクルーホーム長岡西津町 

グループホーム シンフォニー／城内町 
            （３３－１４６２） 

シンフォニー／城内町、レディバグ 

さんわ工房（３７－０４４０） さんわの家 

グループホーム さらんばん（７７－４９６９） グループホーム さらんばん 

７ 宿泊型自立訓練施設 

サンスマイル 関原町 1 丁目字中原３１９５ ４７－５１３８ 

うらら長岡 浦５０４１－１ ９２－４５６８ 

８ ホームヘルプサービスの相談    

県立精神医療センター 寿２丁目４－１ ２４－３９３０ 

長岡保養園 町田町５７５ ３２－４０４０ 

田宮病院 深沢町２３００ ４６－３２００ 

長岡西病院 三ツ郷屋３７１－１ ２７－８５００ 

９ 家族会 

地域家族会 長岡希望の会 

病院家族会 悠久家族会 

長岡希望の会事務局 

精神医療センター 

９４－５５５２ 

２４－３９３０ 

10 長岡市役所 （所在地：長岡市大手通１丁目４－１０ 代表電話：３５－１１２２） 

福祉課 

 

 

障害活動係 

障害支援係 

医療費助成係 

３９－２３４３ 

３９－２２１８ 

３９－２３１９ 

国保年金課 

 

 

国民年金係 

国保保険料係 

国保給付係 

後期高齢者医療係 

３９－２２５０ 

３９－２２２０ 

３９－２００６ 

３９－２３１７ 

生活支援課  ３９－２３３８ 
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中之島支所 地域振興・市民生活課 長岡市中之島７８８ ６１－２０１５ 

越 路支 所  地域振興・市民生活課 長岡市浦７１５ ９２－５９０６ 

三 島支 所  地域振興・市民生活課 長岡市上岩井１２６１－１ ４２－２２４６ 

山古志支所 地域振興・市民生活課 長岡市山古志竹沢乙４６１ ５９－２３３３ 

小 国支 所  地域振興・市民生活課 長岡市小国町法坂７９３ ９５－５９００ 

和 島支 所  地域振興・市民生活課 長岡市小島谷３４３４－４ ７４－３１１３ 

寺 泊支 所  地域振興・市民生活課 長岡市寺泊烏帽子平１９７７－８ ７５－３１１３ 

栃 尾支 所  地域振興・市民生活課 長岡市中央公園１番３６号 ５２－２１５７ 

与 板支 所  地域振興・市民生活課 長岡市与板町与板甲１３４ ７２－３１９０ 

川 口支 所  地域振興・市民生活課 長岡市東川口１９７４－２６ ８９－３１１２ 

１１ 長岡地域振興局健康福祉環境部（長岡保健所） 

地域保健課 長岡市沖田３丁目２７１１－１ ３３－４９３０ 
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マイナンバーを利用する障害福祉の各種手続きでは、個

人番号の記入が必要になります。 

。 

 

【マイナンバーカード（原本】 

 
 

 

 

 

【申請者本人または家族が手続きする場合】 

◎窓口で手続きする場合 

・申請者本人の「マイナンバーカード（個人番号カード）」または「通知カードと身元確認書類

（20 ページ参照）」をお持ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎郵送で手続きする場合 

・「マイナンバーカード（両面）」の写しまたは「通知カード（現在の氏名、住所と差異がない

もの）と身元確認書類」の写しを同封してください。送付いただいた写しは、確認後シュレッ

ダー等で確実に破棄します。 

※番号確認書類、身元確認書類の原本を送付しないでください。 

・個人番号カード等を複写する際は、コピー機への置き忘れ、紛失等にご注意ください。 

・重要な個人情報であるため、郵送で提出される場合は簡易書留での郵送をお勧めします。 

【代理人が手続きする場合】次の①～③を各１点ずつお持ちください。 

①代理権の確認書類（委任状、申請者本人の運転免許証、申請者本人のパスポート、申請者本

人の健康保険証など） 

※委任状については、委任する者（捺印）、委任される者、委任する内容のわかる任意の様式 

②代理人の身元確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど） 

③申請者本人のマイナンバー確認書類（本人のマイナンバーカードの写し、本人の通知カードの写し） 

 

 

○いずれか１点（Ｐ20(１) ① から１点） 

・写真付き精神障害者保健福祉手帳 

・写真付き住民基本台帳カード 

・運転免許証 ・パスポート 

・在留カード など   

○左記の身元確認書類がない場合は、次のうち 

いずれか２点（Ｐ20(１) ②から２点） 

・顔写真なし精神障害者保健福祉手帳 

・保険証（資格確認書） 

・自立支援医療受給者証 

・精神障害者医療費受給者証 など 

※【個人番号欄を空欄で申請いただいた場合】 

個人番号欄が空欄の場合や確認書類に不備等があった場合には、福祉課で個人番号を確認のう

え、申請書に記入させていただきます。 

＋ 

※マイナンバーカードは、通知カ

ードとともに送付される個人番号

カード交付申請書により申請する

と交付される顔写真付きのカード

です。 

または 

【身元確認書類】（氏名・住所・生年月日のうち、２つ以上の記載が必要） 【通知カード（原本）】 

（現在の氏名、住所と 

 差異がないもの） 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI4ujjlMnJAhVkJ6YKHYrFBKwQjRwIBw&url=https://www.city.kiyose.lg.jp/s019/070/20151008160123.html&bvm=bv.108538919,d.dGY&psig=AFQjCNGBXNnK40qONIDvSgTpODoylmtsjA&ust=1449557536040397
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（１）本人の身元確認書類

　①　１点確認書類

マイナンバーカード
（個人番号カード）

療育手帳 写真付き 身分証明書

運転免許証 在留カード 写真付き 社員証

運転経歴証明書
（H24.4.1以降発行のもの）

特別永住者証明書 写真付き 資格証明書

旅券 写真付き 住民基本台帳カード 戦傷病者手帳

身体障害者手帳 税理士証票 介護支援専門員証

写真付き 精神障害者保健福祉手帳 写真付き 学生証

　②　２点確認書類

国民健康保険・健康保険・船員保険・
後期高齢者医療・介護保険の被保険者証

住民票の写し 養育医療券

健康保険日雇特例被保険者手帳 住民票記載事項証明書 重度障害者医療費助成受給者証

共済組合の組合員証 母子健康手帳 老人医療費助成受給者証

私立学校教職員共済制度の加入者証 特別徴収税額通知書 子どもの医療受給者証

国民年金手帳 納税通知書 ひとり親家庭等医療費助成受給者証

児童扶養手当証書 源泉徴収票 妊産婦医療費受給者証

特別児童扶養手当証書 支払通知書 精神障害者医療費受給者証

精神障害者保健福祉手帳（写真なし） 特定口座年間取引報告書 国民健康保険限度額適用認定証

身分証明書（写真なし）
（生活保護の被保護者証明書含む）

住民基本台帳カード（写真なし）
国民健康保険限度額適用・

標準負担額減額認定証

学生証（写真なし）
施設型給付費・

地域型保育給付費等の支給認定証
国民健康保険特定疾病療養受療証

社員証（写真なし） 年金証書
後期高齢者医療限度額適用・

標準負担額減額認定証

資格証明書（写真なし） 障害福祉サービス受給者証 後期高齢者医療特定疾病療養受療証

地方税・国税・社会保険料・公共料金の
領収書

地域生活支援事業給付費
支給対象者登録証

特定疾患医療受給者証

印鑑登録証明書 地域相談支援受給者証

戸籍の付票の写し（謄本・抄本）
自立支援医療受給者証

（更生医療・育成医療・精神通院）

（２）本人の個人番号確認書類

マイナンバーカード
（個人番号カード）

通知カード 住民票の写し（個人番号有）

住民票記載事項証明（個人番号有）

通知カード 
(現在の氏名、住所と差異のないも

の) 

本人が手続きする場合の身元確認書類一覧 

資格確認書 
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